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●
主
た
る
事
業

△
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証
カ
ー
ド
化
事
業

△
愛
媛
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
負
担
金

△
心
身
障
害
者
福
祉
事
業

△
食
育
推
進
基
本
計
画
策
定

事
業

△
学
校
サ
ポ
ー
ト
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
事
業

△
学
校
施
設
耐
震
事
業
（
松

前
中
体
育
館
）

●
審
査
内
容
の
主

な
も
の

問　

放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
の
利
用

料
に
関
す
る
規

定
を
規
則
で
定

め
る
の
は
な
ぜ

か
。
平
日
及
び

夏
休
み
等
長
期

休
暇
中
の
開
設

時
間
延
長
の
考

え
は
。

答　

児
童
ク
ラ
ブ

運
営
費
の
一
部

を
保
護
者
か
ら

実
費
負
担
し
て

も
ら
う
こ
と

文
教
厚
生
関
係と

、
今
後
教
育
委
員
会
所

管
の
放
課
後
子
供
教
室
事

業
の
関
連
に
よ
る
利
用
料

へ
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る

こ
と
か
ら
規
則
で
定
め
ま

し
た
。
開
設
時
間
延
長
に

つ
い
て
は
、
放
課
後
子
供

プ
ラ
ン
を
検
討
し
て
い
く

中
で
検
討
し
ま
す
。

問　

老
人
ク
ラ
ブ
の
国
、
県

の
補
助
金
の
減
額
内
容

は
。

答　

国
、
県
の
補
助
基
準
は

３
分
の
１
で
す
が
、
１
ク

ラ
ブ
当
た
り
の
補
助
金
額

の
見
直
し
に
よ
る
減
額
で

す
。

問　

19
年
度
、
重
度
心
身
障

害
者
医
療
費
、
母
子
家

庭
医
療
費
、
乳
幼
児
医
療

費
の
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
数

は
。

答　

重
度
心
身
障
害
者
は

６
７
２
名
、
母
子
家
庭

の
対
象
者
は
５
０
３
名
、

乳
幼
児
の
対
象
者
は
１
，

８
５
６
名
を
見
込
ん
で
い

ま
す
。

問　

臨
時
保
育
士
が
多
い
が

正
職
員
化
の
考
え
は
。

答　

臨
時
保
育
士
の
正
職
員

化
に
つ
い
て
は
、
年
々
正

職
員
化
を
図
っ
て
い
く
と

と
も
に
保
育
士
数
が
今
の

ま
ま
で
よ
い
か
を
、
民
営

化
や
統
廃
合
を
含
め
て
今

後
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

問　

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の

利
用
料
徴
収
の
方
法
は
。

徴
収
に
つ
い
て
問
題
は
な

い
か
。

答　

利
用
料
は
、
福
祉
課
に

松前中体育館

て
４
ヶ
月
に
１
回
納
付
書

を
保
護
者
に
送
付
し
て
お

り
、
数
名
の
納
付
遅
れ
は

あ
る
が
滞
納
者
は
あ
り
ま

せ
ん
。

問　

障
害
者
タ
ク
シ
ー
の
利

用
実
績
と
、
福
祉
バ
ス
を

タ
ク
シ
ー
助
成
に
切
替
え

る
考
え
は
な
い
か
。

答　

障
害
者
の
利
用
実
績
は

17
年
度
は
１
，
０
５
０
名

で
す
。
福
祉
バ
ス
に
つ
い

て
は
、
福
祉
バ
ス
検
討
委

員
会
で
、
大
型
商
業
施
設

と
の
関
係
も
含
め
、
今
後

検
討
し
て
い
き
ま
す
が
、

19
年
度
一
年
間
は
継
続
運

行
し
ま
す
。

問　

国
保
被
保
険
者
証
の

カ
ー
ド
化
の
内
容
は
。

答　

従
来
の
被
保
険
者
証
は

世
帯
単
位
で
発
行
し
て
い

た
が
平
成
20
年
度
か
ら
個

人
ご
と
に
カ
ー
ド
化
し
、

従
来
の
被
保
険
者
証
と
同

様
の
内
容
が
記
載
さ
れ
ま

す
。

問　

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防

接
種
事
業
と
は
。

答　

19
年
度
か
ら
高
校
生
以

下
の
被
保
険
者
を
対
象
に

新
規
に
行
う
も
の
で
、
本

年
度
は
５
０
０
人
を
予
定

し
て
い
ま
す
。

問　

老
人
医
療
の
受
給
者
数

は
。

答　

老
人
医
療
受
給
者
は
、

３
，
６
３
８
人
で
す
。
受

給
者
の
内
訳
は
、
１
割
負

担
者
が
３
，
４
５
２
人
、

３
割
負
担
者
が
１
８
６
人

と
な
っ
て
い
ま
す
。

問　

介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
費

の
減
少
し
て
い
る
理
由

は
。

答　

昨
年
は
、
要
支
援
、
要

介
護
者
を
併
せ
た
介
護

サ
ー
ビ
ス
計
画
を
計
上
し

て
い
た
が
平
成
19
年
度
か

ら
新
予
防
給
付
を
開
始
す

る
に
あ
た
り
、
要
支
援
認

定
者
に
つ
い
て
、
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
費
に
組
替
え

て
い
る
た
め
で
す
。

福祉バス


